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小規模屋外貯蔵タンクの津波・水害による 
滑動等対策工法に係るガイドライン（素案） 

 
１ ガイドラインの概要 
 
１．１ ガイドラインの目的 

平成２３年に発生した東日本大震災では、小規模な屋外貯蔵タンクが津波により
滑動・転倒する事故が発生した。また、近年激甚化・頻発化する風水害においては、
洪水等に伴う浸水により屋外貯蔵タンクの浮揚・滑動等による事故も発生している。 
一方、近年の技術開発により、PC 工法による津波対策を施工した屋外貯蔵タンク

の建設をはじめ、コンクリート被覆型タンクの設置、ターンバックル等を用いたタン
クの基礎固定等、津波等による屋外貯蔵タンクの浸水被害を軽減するための方策も
検討されてきているところである。 
本ガイドラインで示す津波・水害対策工法は、これら対策と比べ、既設の小規模な

屋外貯蔵タンクに比較的安価にかつ簡易な方法で施工することができるという特徴
があり、浸水時の滑動等を防止し又は軽減する効果により、屋外貯蔵タンクに起因す
る流出事故等の防止に一定の有効性を有していることが確認された。 
本ガイドラインは、大規模な津波や水害には対応できないものの、一定の津波・水

害には有効に働く小規模屋外貯蔵タンクの設備的対策の工法例として、タンクの所
有者等が自主保安を推進するために参考すべき指針として策定するものである。 

 
１．２ ガイドラインで対象とする屋外貯蔵タンク 
    本ガイドラインでは、500KL 未満の小規模な屋外貯蔵タンクで、底板を地盤面に

接して設置される縦置き円筒型タンク（以下「小規模屋外貯蔵タンク」という。）を
対象とする。 

 
１．３ 津波・水害対策の施工が想定される小規模屋外貯蔵タンク 
    沿岸部や河川等の周辺に設置されている小規模屋外貯蔵タンクのうち、所有者等

が津波・水害対策の自主保安として施工を希望するタンク。 
なお、所有者等がハザードマップ等を活用してタンクへの影響を確認し、判断する

こととなるが、ハザードマップの域外のタンクについても対策をとることが望まし
い。 
また河川から離れており、決壊等に伴う氾濫流を受けるおそれのないタンクにつ

いては、本ガイドラインで示す対策工法１、対策工法２によらず、既設のアンカーボ
ルトによる固定もひとつの選択肢として考えられる。この場合は、基礎重量も加味し
た浮力計算をすることが望ましい。 
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２ 津波・水害対策工法 

本ガイドラインで規定する津波・水害対策工法は、次に示す対策工法１及び対策工法２
とする。 

 
２．１ 対策工法１ 

小規模屋外貯蔵タンクと基礎を炭素繊維強化プラスチック（以下「CFRP」という。）
で面的に固定する工法。 

 
 
 
 
 
 
 
 

    対策工法１の設置条件 
        ・基礎が周囲より 200mm以上の高さを有していること。 
        ・基礎形状が円形もしくは同等形状であること。 
 
 
２．２ 対策工法２ 

小規模屋外貯蔵タンクの側板中間段にワイヤー接続のためのアイが溶接されたプ
レートを CFRP で固定し、防油堤内に設けられたアンカーとアイをワイヤーで緊結
固定する工法。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        対策工法２の設置条件 
        ・防油堤内にワイヤーを張る平面的スペースが確保できること。 
        ・ワイヤーを張るに際し、支障となる干渉物がないこと。 

CFRP 

CFRP 

ワイヤー 

アンカー 

アイ 
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２．３ 施工方法等 
    対策工法１及び２の施工方法等は、別添１及び別添２のとおりとする。 
 
３ その他 
３．１ ガイドラインの留意事項 

・ 津波・水害対策として対策工法１、対策工法２を既設タンクに施工する場合は、
消防法第 11 条の規定による変更許可を要するものであること。 

   ・ 対策工法の効果を定量的に示すには、有限要素法等による数値解析が必要となる
が、別添１及び別添２に従い対策工法の設計及び施工がなされる場合においては、
数値解析を行う必要はないこと。 

   ・ 別添１及び２の CFRP 施工にあたっては、CFRP の品質確保のため専門的技術
及び経験を有する技術者による施工・管理がなされることが望ましいこと。専門的
技術及び経験を有することを確認する方法としては、CFRP の施工・管理技術に関
する第三者機関による資格証又は講習を修了したことを示す資料等の確認が考え
られること。 

・ 別添１及び２の対策工法を施工することによる津波対策としての対策効果は、次
の図が目安となること。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ タンク容量と限界津波高さの関係（貯蔵率 50％） 
 
 
 
 
 
 
 

図２ タンク容量と限界津波高さの関係（貯蔵率 20％） 

後日、掲載いたします。 
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対策工法１に関する設計・施工要領 
 
１ 小規模屋外貯蔵タンクと当該タンクの基礎又は基礎の補強措置（コンクリート製で

200mm 以上の立ち上がり部を有するものに限る。）を連続炭素繊維シートを用いた炭素
繊維強化プラスチック（以下「CFRP」という。）で面的に固定する工法（以下「対策工法
１」という。）の設計、施工及び維持管理は本要領に基づき行うこと。 

 
２ 設計等 
⑴ 設計 
  対策工法１の設計は次によること。 
 ア CFRP 施工範囲 

 図１に示す範囲の全周に CFRP を施工すること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１ 対策工法１の CFRP 施工範囲 

イ タンクが政令第１１条第１項第５号の規定等によりアンカーボルト等で固定され
ている場合は、施工前に既設アンカーボルト等を撤去すること。 

ウ 新設タンクに対策工法１を施工した場合の CFRP が負担する地震及び風に対する
抵抗モーメント及び抵抗力の計算は次の例によること。 

(ｱ) 抵抗モーメント 

𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = �𝜎𝜎𝑏𝑏・ℎ𝐵𝐵・𝐷𝐷𝐷𝐷2・𝜋𝜋・𝑅𝑅� ∙ Do2 

MFRPは、CFRP による抵抗モーメント（kN-m） 
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Do２は、タンク基礎の外径（ｍ） 
σb は、CFRP のコンクリートへのせん断方向付着応力度（メーカー保証値 

kN/m2） 
ｈＢは、タンク基礎部の CFRP 貼付け高さ（ｍ） 
Ｒは、CFRP の有効範囲を示す定数＝15/360 

(ｲ) 抵抗力 

𝑄𝑄𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = �𝜋𝜋 ∙ 𝐷𝐷𝐷𝐷22
4� + 𝜋𝜋 ∙ 𝐷𝐷𝐷𝐷12

4� � ∙ 𝜎𝜎𝑏𝑏 ∙ 𝑅𝑅 

QFRPは、CFRP による抵抗力（kN） 
Do１は、タンク底板の外径（ｍ） 
Do２は、タンク基礎の外径（ｍ） 
σb は、CFRP のコンクリートへのせん断方向付着応力度（メーカー保証値

kN/m2） 
Ｒは、CFRP の有効範囲を示す定数＝15/360 

⑵ 使用材料 
 使用材料は次によること。なお、ア～エに掲げる材料については、複合材料としての
強度保証がされた同一メーカーの製品を使用すること。 
ア 炭素繊維シート（一方向材、高強度型、目付量２００ｇ／㎡以上のものに限る。） 
イ エポキシ樹脂（硬化剤を含む。ウ及びエにおいて同じ。） 
ウ プライマー 
エ 不陸修正用パテ 
オ 発泡スチロール板（スペーサーとして使用。） 

⑶ 施工環境 
ア 雨天でないこと。 
イ 気温が５℃以上、湿度が８５％以下であること。 
ウ 結露が発生し、又は発生するおそれがないこと。 
エ コンクリート素地面にあっては、表面含水率が８％以下であること。 

 
３ 施工方法等（施工・検査・不具合部補修） 

 対策工法１の施工は次によること。 

⑴ 施工前処理 
ア 基礎の調整 
(ｱ) 基礎の形状等に応じて、必要な成形を次のとおり行うこと。 

ａ 基礎形状が多角形である場合は、基礎構造に影響のない範囲で極力円形とな
るような形状修正を行うこと。 



3 
 

ｂ 犬走り部がアスファルト舗装されている場合は、コンクリート舗装に変更す
ること。 

ｃ 基礎立ち上がり部と犬走り部境界の角部は、Ｒ３０以上に成形すること。 
(ｲ) 基礎の不具合箇所に対する補修を次のとおり行うこと。 

ａ 幅 0.3mm以上のひび割れ箇所には、エポキシ樹脂を注入すること。 
ｂ コンクリートの不良部（モルタルの浮き、ジャンカ、欠損部等）は、当該箇所

をはつり取ったうえでポリマーセメントモルタル等により補修すること。 
ｃ 補修に際し、鉄筋の露出がある場合は防錆処理を行うこと。 

イ 既設アンカーボルトの撤去 
アンカーボルトによりタンクを基礎に固定している場合は、当該アンカーボルト

を撤去すること。 

⑵ 下地処理及び表面清掃 
 施工範囲の基礎及び鋼板部の下地処理は、ディスクサンダー等を用いて次により行
うこと。 
ア 基礎部 

泥膜層、離型剤、風化部、剥離モルタル、塗装等を除去し、平滑化すること。 
イ 鋼板部 

 ２種ケレン相当の下地処理を行うこと。鋼板部に腐食減肉等不具合がある場合に
は補修後に次工程を実施すること。 

ウ 下地処理後は、素地表面の粉塵、異物等を十分に除去するとともに、鋼板部につい
てはアセトンを染み込ませたウェスを用いる等により脱脂を行うこと。 

⑶ 樹脂、プライマー及び不陸修正用パテ（以下「樹脂等」という。）の調合 
 樹脂等に硬化剤を添加し、撹拌調合すること。樹脂等の調合は次のとおりとする。 
ア 樹脂等及び硬化剤は厳正に計量すること。 
イ 専用の機器等により十分な撹拌を行うこと。 
ウ 硬化剤撹拌調合後の樹脂等は可使時間内で使用すること。 

⑷ プライマー塗布 
ア 刷毛、ローラー等で塗布すること。 
イ 塗り残しがないよう施工範囲全体に塗布すること。 
ウ 指触乾燥するまで養生すること。 

⑸ スペーサーの設置 
 タンク隅角部保護のため、側板と底板の外側溶接継手止端部から底板外張り出し部
にかけてスペーサーを設置すること。スペーサーの設置方法は次のとおりとする。 
ア 底板板厚に５mm を加えた板厚の発泡スチロール板をカッターナイフ等を用いて
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底板外張り出し部を覆う鍵型の断面形状に成形すること。 
イ 成形した発泡スチロール板を両面テープ、接着剤等で底板外張り出し部全周に接
着すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１－２ スペーサー形状と配置 
⑹ 不陸修正 

 CFRP に未接着範囲（スペーサー設置部を除く。）が生じることを防ぐための不陸修
正は次によること。 
ア 施工範囲の素地面に１mm を超える段差がある場合は、不陸修正用パテを用いて
当該段差を１mm以内に修正すること。特に基礎については、コンクリート面の凹凸、
気泡等が存在する箇所が多いことから、全面が平滑となるよう施工すること。 

イ 指触乾燥するまでシート等で養生すること。 

⑺ CFRPの積層 
 プライマー及び不陸修正用パテの指触乾燥確認後、CFRP を次のとおり施工するこ
と。 
ア 一層目 
(ｱ) ローラー等を用いて樹脂を下塗りすること。 
(ｲ) 次のとおり、下塗り樹脂の上から炭素繊維シートを貼り付けること。 

ａ 繊維方向が鉛直方向となるようシートを貼り付けること。 
ｂ タンクの鉛直方向にシートを継ぎ足す場合の重ね代は２００mm 以上とする

こと。 
ｃ タンクの円周方向にシートを配置する場合は、シート相互に隙間が生じない
ように貼り付けること。 

(ｳ) 炭素繊維シートの上からローラー等を用いて樹脂を上塗りすること。 
(ｴ) 脱泡ローラー等を用いて炭素繊維シートに樹脂を十分含浸させるとともに、気泡

の除去を行うこと。 
イ 二層目 
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(ｱ) 一層目の指触乾燥確認後、二層目の炭素繊維シートを貼り付けること。なお、基
礎水平部には二層目は施工しなくてよい。 
ａ 繊維方向が円周方向となるようシートを貼り付けること。 
ｂ 円周方向にシートを継ぎ足す場合の重ね代は２００mm以上とすること。 
ｃ 鉛直方向にシートを配置する場合はシート相互に隙間が生じないように貼り
付けること。 

 (ｲ) ア(ｳ)及び(ｴ)の作業を行うこと。 
ウ ノズル等付属物取付け部の補強措置 

ノズル等付属物取付け部等に対する補強措置は、ア又はイの施工前にア、(ｱ)、（ｳ）
及び(ｴ)に準じて以下のとおり行うこと。 

(ｱ) 基礎の水抜き穴、タンク付属物取付箇所等、基礎及び側板部に貼付ける炭素繊維
の連続性が途切れる箇所がある場合は、付属物等の大きさに応じて、図１－３に示
すいずれかの補強措置を行うこと。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

図１－３ 付属物等周辺の補強措置 
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(ｲ) ノズルネック部に漂流物等衝突時の対策を行う場合は、(ｱ)の補強措置に加えて
図１－４に示す補強措置を行うこと。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

図１－４ ノズルネック部の補強措置 
エ 養生 
  樹脂が十分硬化するまでシート等で養生すること。 

⑻ CFRP仕上げ面の保護 
 CFRP 仕上げ面には、耐候性が確認された塗料を塗布すること。 

３ 試験及び補修 
⑴ 試験 
ア 外観試験 
(ｱ) しわ等による浮きにより素地面との隙間が生じていないこと。 
(ｲ) 塗り漏れがないこと。 
(ｳ) 異物の混入がなく、白化等が生じていないこと。 
イ 指触・打診試験 
(ｱ) 硬化不良を生じていないこと。 
(ｲ)  素地面からの剥離等が以下の基準に適合すること。なお、円形以外の剥離等に
ついては、短径と長径の平均値を直径と見なすこととする。 
ａ 直径 30mm以上の剥離、膨れが生じていないこと。 
ｂ 直径 10mm以上 30mm未満の剥離、膨れが１㎡当たり 10個未満であること。 

⑵ 補修 
ア ⑴、ア、(ｱ)の隙間部は、樹脂を充填して隙間を完全に埋めること。 
イ ⑴、ア、(ｲ)の塗り漏れ部は、塗り漏れ箇所の端部から 50mm以上の範囲をサンド
ペーパー等で目荒らしし、清掃及び脱脂した上で２、⑺、ア、(ｳ)及び(ｴ)により補修
を行うこと。 

ウ その他の不具合箇所については、当該不具合箇所を完全に除去し、不具合箇所の端
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部から 50mm 以上の範囲をサンドペーパー等で目荒らしし、清掃及び脱脂した上で
2、⑹により不陸修正を行ったのち、２、⑺により補修を行うこと。 

４ 維持管理（点検⇒補修） 
⑴ 法第 14 条の３の２に基づく定期点検は、次の表を参考に点検を行うこと。なお、定
期点検対象外となる小規模屋外貯蔵タンクに施工した場合であっても、同様の点検を
行うことが望ましいこと。 

表１ 対策工法１の点検内容等 

点検項目 点検内容 点検方法 
点検
結果 

措置年月日及
び措置内容 

対策工法１ 
による 
固定措置 

塗装状況 目視   
変形、損傷又は亀裂等の
有無 

目視   

膨れ、浮き又は 
剥離等の有無 

目視及び打診テ
スト等による 

  

 
⑵ ⑴の点検の結果、不具合箇所が確認された場合は、塗装状況の不具合は再塗装をする
ことにより、それ以外の CFRP の不具合は３、⑵の補修方法により補修を行うこと。 
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対策工法２に関する設計・施工要領 
 
１ 小規模屋外貯蔵タンクの側板部に連続炭素繊維シートを用いた炭素繊維強化プラスチ
ック（以下「CFRP」という。）を用いて面的に固定したアイプレートに取付けたアイと防
油堤内に打設したアンカーをワイヤーで接続して固定する工法（以下「対策工法２」とい
う。）の設計、施工及び維持管理は本要領に基づき行うこと。 

 
２ 設計等 
⑴ 設計 
  対策工法２の設計は次によること。 
 ア アイプレート 

(ｱ) 設計及び製作 
ａ アイプレートは津波等による荷重に対して、タンクを支持する部材である。 
ｂ アイプレートはワイヤーが接続されるアイとそれを剛にベースプレートに伝
達する剛プレート，タンク側板に接するベースプレートにて構成される。アイプ
レートの構造例を図２－１に示す。 

 

図２－１ アイプレートの構造例 

ｃ アイプレートの設計に当たっては、アイプレートの各部材及び溶接部に生ず
る応力が降伏応力以下であることを確認すること。 

ｄ アイプレートの設計荷重とその計算方法に関しては、別紙「アイプレートの設
計及び製作に関する参考例」を参考とすること。 

 (ｲ) 設置位置 
タンク円周上の４箇所以上に均等な間隔で配置すること。このときアイプレー

トの高さ方向中心位置とタンクの側板高さの中心位置とを合わせること。 
イ アンカー 

 

ベースプレート 

剛プレート 

アイ 

α 
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(ｱ) 側板とワイヤーのなす角度が 30°程度となる位置にアンカーを設けること。 
(ｲ) アンカーは、タンク容量に応じて決定されるワイヤー強度の反力以上の強度を有

するものとすること。 

𝑇𝑇𝑑𝑑 = 𝑇𝑇𝑊𝑊 cos 𝛼𝛼�  
Tdは、設計アンカー力（kN） 
TWは、ウにより決定するワイヤー強度（kN） 
αは、タンク側板とワイヤーの角度（°） 

(ｳ) 地盤の液状化層や地下水位，設置するアンカーに有害な影響を与える成分を含む
地盤等を避けることが望ましいこと。 

ウ ワイヤー等 
次の計算により算出した値以上の強度を有するものとすること。 
𝑇𝑇𝑊𝑊 = 100.84ln(𝑥𝑥) − 87.023 
TWは、ワイヤー等の必要強度（kN） 
ｘは、タンク容量（kL） 

エ CFRPの施工範囲 
 図２－２に示す範囲の全周に CFRPを施工し、アイプレートを固定すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２－２ 対策工法２の施工概要 

オ タンクが政令第１１条第１項第５号の規定等によりアンカーボルトで固定されて
いる場合は、施工前に既設アンカーボルトを撤去すること。 

カ アンカーボルトに替えて対策工法２を施工した場合の政令第１１条第１項第５号
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に係る地震及び風に対する抵抗モーメント及び抵抗力の計算は次の例によること。 
(ｱ) 対策工法２による抵抗モーメント 

𝑀𝑀𝑊𝑊 = ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝑇𝑇𝑊𝑊 ∙ cos𝛼𝛼 
MWは、ワイヤーによる抵抗モーメント（kN-m） 
ｈＥＰは、アイプレート中心高さ（ｍ） 
ＴWは、ワイヤー強度（kN） 
αは、タンク側板とワイヤーのなす角度（°） 

(ｲ) 対策工法２による抵抗力 
𝑄𝑄𝑊𝑊 = 𝑇𝑇𝑊𝑊 ∙ sin 𝛼𝛼 

QWは、ワイヤーによる抵抗力（kN） 
ＴWは、ワイヤー強度（kN） 
αは、タンクとワイヤーの角度（°） 

 
⑵ 使用材料 

 使用材料は次によること。なお、イ～オに掲げる材料については、複合材料としての
強度保証がされた同一メーカーの製品を使用すること。 
ア ２、⑴、オにより設計・製作するアイプレート 
イ 炭素繊維シート（一方向材、高強度型、目付量２００ｇ／㎡以上のものに限る。） 
ウ エポキシ樹脂（硬化剤を含む。ウ及びエにおいて同じ。） 
エ プライマー 
オ 不陸修正用パテ 
 

⑶ 施工環境 
ア 雨天でないこと。 
イ 気温が５℃以上、湿度が８５％以下であること。 
ウ 結露が発生し、又は発生するおそれがないこと。 
エ コンクリート素地面にあっては、表面含水率が８％以下であること。 

 
３ 施工方法等（施工・検査・不具合部補修） 

 対策工法 2 の施工は次によること。なお、アンカーについては所定の強度が発揮され
るよう施工がなされていること。 

⑴ 既設アンカーボルトの撤去 
アンカーボルトによりタンクを基礎に固定している場合は、当該アンカーボルトを

撤去すること。 

⑵ 下地処理及び表面清掃 
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 施工範囲の鋼板部の下地処理は、ディスクサンダー等を用いて次により行うこと。 
ア 下地処理 

 ディスクサンダー等を用いて２種ケレン相当の下地処理を行うこと。 
ウ 下地処理後は、素地表面の粉塵、異物等を十分に除去するとともに、アセトンを染
み込ませたウェスを用いる等により脱脂を行うこと。 

⑶ 樹脂、プライマー及び不陸修正用パテ（以下「樹脂等」という。）の調合 
 樹脂等に硬化剤を添加し、撹拌調合すること。樹脂等の調合は次のとおりとする。 
ア 樹脂等及び硬化剤は厳正に計量すること。 
イ 専用の機器等により十分な撹拌を行うこと。 
ウ 硬化剤撹拌調合後の樹脂等は可使時間内で使用すること。 

⑷ プライマー塗布 
ア 刷毛、ローラー等で塗布すること。 
イ 塗り残しがないよう施工範囲全体（アイプレート取付け部及びアイプレートの表
裏面を含む。）に塗布すること。 

ウ 指触乾燥するまで養生すること。 

⑸ アイプレートの仮止め 
 ２、⑴、ア、(ｲ)の位置にアイプレートを仮止めすること。この際、接着材等を用い
た仮止めを行うこととし、溶接をしてはならないこと。 
 

⑹ 不陸修正 
 CFRP に未接着範囲が生じることを防ぐための不陸修正は次によること。 
ア 施工範囲の素地面に１mm を超える段差がある場合は、不陸修正用パテを用いて
当該段差を１mm以内に修正すること。 

イ 指触乾燥するまでシート等で養生すること。 

⑺ CFRPの積層 
 プライマー及び不陸修正用パテの指触乾燥確認後、CFRP を次のとおり施工するこ
と。 
ア  
(ｱ) ローラー等を用いて樹脂を下塗りすること。 
(ｲ) 次のとおり、下塗り樹脂の上から炭素繊維シートを貼り付けること。 

ａ 繊維方向が円周方向となるようシートを貼り付けること。 
ｂ 円周方向にシートを継ぎ足す場合の重ね代は２００mm以上とすること。 
ｃ 鉛直方向にシートを配置する場合は、シート相互に隙間が生じないように貼

り付けること。 
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(ｳ) 炭素繊維シートの上からローラー等を用いて樹脂を上塗りすること。 
(ｴ) 脱泡ローラー等を用いて炭素繊維シートに樹脂を十分含浸させるとともに、気泡

の除去を行うこと。 
イ 付属物等取付け部等の補強措置 

 付属物等取付け部に対する補強措置は、アの施工前にア、(ｱ)、（ｳ）及び(ｴ)に準じ
て以下のとおり行うこと。 

(ｱ) アイ取付箇所、その他タンク付属物取付箇所等、側板部に貼付ける炭素繊維の連
続性が途切れる箇所がある場合は、付属物等の大きさに応じて、図２－３に示すい
ずれかの補強措置を行うこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２－３ 付属物等周辺の補強措置 

(ｲ) ノズル取付け部に漂流物等衝突時の対策を行う場合は、 (ｱ)の補強措置に加え
て図２－４に示す補強措置を行うこと。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

図２－４ ノズルネック部の補強措置 

エ 養生 
  樹脂が十分硬化するまでシート等で養生すること。 
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⑻ CFRP仕上げ面の保護 
 CFRP 仕上げ面には、耐候性が確認された塗料を塗布すること。 

 
３ CFRP施工部の試験及び補修 
⑴ 試験 
ア 外観試験 
(ｱ) しわ等による浮きにより素地面との隙間が生じていないこと。 
(ｲ) 塗り漏れがないこと。 
(ｳ) 異物の混入がなく、白化等が生じていないこと。 
イ 指触・打診試験 
(ｱ) 硬化不良を生じていないこと。 
(ｲ) 素地面からの剥離等が以下の基準に適合すること。なお、円形以外の剥離等につ
いては、短径と長径の平均値を直径と見なすこととする。 
ａ 直径 30mm以上の剥離、膨れが生じていないこと。 
ｂ 直径 10mm以上 30mm未満の剥離、膨れが１㎡当たり 10個未満であること。 

⑵ 補修 
ア ⑴、ア、(ｱ)の隙間部は、樹脂を充填して隙間を完全に埋めること。 
イ ⑴、ア、(ｲ)の塗り漏れ部は、塗り漏れ箇所の端部から 50mm以上の範囲をサンド
ペーパー等で目荒らしし、清掃及び脱脂した上で２、⑺、ア、(ｳ)及び(ｴ)により補修
を行うこと。 

ウ その他の不具合箇所については、当該不具合箇所を完全に除去し、不具合箇所の端
部から 50mm 以上の範囲をサンドペーパー等で目荒らしし、清掃及び脱脂した上で
2、⑹により不陸修正を行ったのち、２、⑺により補修を行うこと。 
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４ 維持管理（点検⇒補修） 
⑴ 法第 14 条の３の２に基づく定期点検は、次の表を参考に点検を行うこと。なお、定
期点検対象外となる小規模屋外貯蔵タンクに施工した場合であっても、同様の点検を
行うことが望ましいこと。 

表１ 対策工法１の点検内容等 

点検項目 点検内容 点検方法 
点検
結果 

措置年月日
及び 

措置内容 

対策工法２ 
による 
固定措置 

Ｃ
Ｆ
Ｒ
Ｐ
部 

塗装状況 目視   
変形、損傷又は亀
裂等の有無 

目視   

膨れ、浮き又は 
剥離等の有無 

目視及び打
診テスト等
による 

  

ア
イ
・
固
定
ワ
イ
ヤ
ー 

塗装状況 目視   
腐食の有無 目視   
固定ワイヤーの
断線・摩耗等の有
無 

目視   

 
⑵ ⑴の点検の結果、CFRP 部に不具合箇所が確認された場合は、塗装状況の不具合は再
塗装をすることにより、それ以外の CFRP の不具合は３、⑵の補修方法により補修を
行うこと。 
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